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第三者委員会の設置及び過年度有価証券報告書等の訂正のおそれ並びに 

平成 26 年 3 月期有価証券報告書提出遅延のおそれに関するお知らせ 

 

今般、当社の過去の決算におけるカード事業等の会計処理について、一部訂正を要する可能性のある事

象が判明いたしました。 

当社としては、本件に関し、専門的かつ客観的な見地から調査が必要と判断し、下記のとおり、当社と

利害関係を有しない外部の専門家で構成する第三者委員会を設置することを本日開催の取締役会で決議い

たしました。第三者委員会の調査によっては、当社の過年度の会計処理の訂正を要する可能性があります。

さらに、平成 26 年 3 月期有価証券報告書を法定期限である平成 26 年 6 月 30 日までに提出できない可能性

がありますので、あわせてお知らせいたします。 

※ カード事業とは、当社が平成 18 年からＩＴ事業に並行して開始したオンライン決済を目的とした事

業であります。現在においても、当社は、些少ながら当該カード事業を行っております。 

 

記 

 
Ⅰ．第三者委員会の設置について 
１．第三者委員会設置の趣旨 
  カード事業等における当社の過年度における会計処理について、専門的かつ客観的な見地から、事実

関係の正確な把握・分析、過年度の会計処理の訂正の要否等の分析、今後の対応策等に関する提言が必

要であると判断し、当社と利害関係のない外部専門家の構成員から構成される第三者委員会を設置する

ことといたしました。 
  第三者委員会の委員につきましては、現在、法律・会計分野における有識者から選定中であり、選定

次第速やかに開示させていただく予定であります。なお、第三者委員会の委員の選定に際しましては、

日本弁護士連合会による「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」（平成 22 年 7 月 15 日公表、

同年 12 月 17 日改訂）に沿って選定中であり、確定次第速やかにお知らせいたします。 
 
２．第三者委員会設置の目的 
  過年度のカード事業等に関連する事実関係の調査や問題点の分析、過年度の会計処理の訂正の要否等

を諮問予定ではありますが、具体的な諮問事項や調査期間、調査範囲、調査方法等の詳細につきまして

は、選定された委員の意向を踏まえ、決定次第改めてお知らせする予定であります。 
 
３．今後の対応について 
  当社は、第三者委員会による調査に全面的に協力してまいります。第三者委員会による調査結果につ

きましては、速やかにお知らせいたします。 
 
 



 

Ⅱ．過年度有価証券報告書等の訂正のおそれについて 
  当社は、カード事業等についての過年度における会計処理について、一部訂正を要する可能性のある

事象が判明いたしましたので、過年度有価証券報告書等について訂正を行う可能性があります。上記の

とおり、第三者委員会を設置し、事実関係を調査し、過年度有価証券報告書等について訂正の必要があ

ることが判明した場合、訂正を行うこととなります。確定次第改めてお知らせいたします。 
 
Ⅲ．平成 26 年 3 月期有価証券報告書提出遅延のおそれについて 
  当社は、上記、第三者委員会の調査が平成 26 年 6 月 30 日までに終了せず、過年度決算の訂正の要否

等が確定しないこととなり、結果、平成 26 年 3 月期有価証券報告書の提出について、法定期限である平

成 26 年 6 月 30 日までに提出できない可能性があります。この場合、平成 26 年 3 月期有価証券報告書

の提出期限の延長申請を行うことを検討しておりますが、確定次第改めてお知らせいたします。 
 

 
 

以  上 


